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障がい者福祉だより障がい者福祉だより障がい者福祉だより障がい者福祉だより
■今月は特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当について紹介します。

 ☆特別障害者手当

　精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にあ
る 20歳以上の方に手当を支給します。

手 当 額 月額　２６，８１０円

支払時期 原則として毎年２月、５月、８月、11月に、それぞれ前月分までを支給します。

そ の 他
・所得による支給制限があります。
・障がいの状態は、原則として専用の診断書による審査となります。

 ☆障害児福祉手当

　精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活で常に介護を必要とする状態にある住宅の 20
歳未満の方に手当を支給します。

手 当 額 月額　１４，５８０円

支払時期 原則として毎年２月、５月、８月、11月に、それぞれ前月分までを支給します。

そ の 他
・所得による支給制限があります。
・障がいの状態は、原則として専用の診断書による審査となります。

 ☆特別児童扶養手当

　精神又は身体に障がいを有する 20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母、又は父母にかわっ
て養育している方に手当を支給します。

対 象 者 20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等

手 当 額
月額（１級）　５１，４５０円
月額（２級）　３４，２７０円

支払時期 原則として毎年４月、８月はそれぞれ前月分まで、11月は当月分までを支給します。

そ の 他
・所得による支給制限があります。
・障がいの状態は、原則として専用の診断書による審査となります。
・各種手帳の対象とならない障がいも、手当ての対象となる場合があります。

　　　　申請及び問合せ先
　　　　　　　　福祉課　　　　　　　　　☎72-1229
　　　　　　　　清和支所　健康福祉係　　☎82-2112
　　　　　　　　蘇陽支所　健康福祉係　　☎83-1112
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運
動

　

１
９
６
２
（
昭
和
37
）
年
、

学
校
の
教
職
員
と
学
習
会
を

も
っ
て
い
た
被
差
別
部
落
の
母

親
た
ち
は
、
憲
法
（
第
26
条
）

の
「
義
務
教
育
は
、
こ
れ
を
無

償
と
す
る
」
を
学
び
、
教
職
員

や
地
域
の
民
主
団
体
や
部
落
外

の
人
々
に
も
働
き
か
け
、「
長

浜
・
教
科
書
を
タ
ダ
に
す
る
会
」

を
結
成
。
集
会
を
開
き
、
署
名

活
動
に
取
り
組
み
、
多
く
の
団

体
に
も
働
き
か
け
ま
し
た
。
高

知
市
議
会
も
、
内
閣
総
理
大
臣

や
文
部
大
臣
あ
て
に「
意
見
書
」

を
提
出
し
ま
し
た
。
交
渉
を
重

ね
て
い
く
中
で
、
高
知
市
教
育

委
員
会
は
、
新
学
期
か
ら
教
科

書
を
無
償
と
す
る
こ
と
を
約
束

し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
二
度
に

わ
た
り
国
会
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
、
１
９
６
３
（
昭
和
38
）
年

文
部
省
は
、「
義
務
教
育
諸
学

校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置

に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
ま

し
た
。
１
９
６
４
（
昭
和
39
）

年
か
ら
順
次
枠
を
広
げ
ら
れ
、

つ
い
に
１
９
６
９
（
昭
和
44
）

年
全
国
の
小
・
中
学
校
で
教
科

書
無
償
と
な
っ
た
の
で
す
。

（
熊
本
県
同
和
教
育
研
究
協
議

会
発
行
「
21
世
紀　

人
権
の
世

紀
を
担
う
あ
な
た
に
」
よ
り

抜
粋
）

　

６
月
27
日
（
水
）
山
都
町
中

尾
児
童
館
に
お
い
て
山
都
町
同

和
教
育
推
進
協
議
会
総
会
及
び

研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
昨
年
に

制
定
さ
れ
た

｢

部
落
差
別

解
消
推
進
法

｣

や
「
山
都

町
あ
ら
ゆ
る

差
別
を
な
く

し
人
権
を
大

切
に
す
る
条

例
」
の
理
念

に
則
り
、
部

落
差
別
を
は

じ
め
、女
性
、

高
齢
者
、
障

が
い
者
、
子

わ
た
し
た
ち
の
人
権  
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誰
も
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で

　

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
当
然
の
権
利

　

こ
れ
が
『
人
権
』
で
す

山
都
町
同
和
教
育
推
進
協
議
会
総
会
及
び
研
修
会

ど
も
等
に
対
す
る
人
権
侵
害
な

ど
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
解
決
解
消

に
向
け
、
各
委
員
会
及
び
会
員

が
連
携
し
、
教
育
・
啓
発
に
取

り
組
ん
で
行
く
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
、
長
年
、
進
路
・

職
業
・
雇
用
の
相
談
に
あ
た
っ

て
こ
ら
れ
た
脇
田
五
典
さ
ん
を

お
招
き
し
、｢

人
権
意
識
の
啓

発
と
人
権
尊
重｣

を
演
題
と
し

た
研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
演
で
は
、
人
権
問
題
の

様
々
な
課
題
や
部
落
差
別
に
つ

い
て
、
ま
た
セ
ク
ハ
ラ
や
パ
ワ

ハ
ラ
な
ど
の
事
案
に
つ
い
て
こ

れ
ま
で
の
職
務
等
の
中
で
関

わ
っ
て
来
ら
れ
た
経
験
談
を
交

え
な
が
ら
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
特
に
部
落
差
別
に
つ
い

て
は
「
人
が
作
っ
た
差
別
。
人

の
力
で
解
消
で
き
な
い
は
ず
は

な
い
。
情
熱
と
明
る
い
展
望
を

持
っ
て
あ
た
る
べ
き
。」
と
参

加
者
に
強
く
訴
え
か
け
ら
れ
ま

し
た
。

研修会の様子

17 広報やまと 2018. ７月号 16広報やまと 2018. ７月号


